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官

t
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l
h
u
e
-
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i

，
金
滞
古
蹴
志
巻
五

東
京
へ
移
住
し
給
ふ
。
金
津
在
按
僅
に
四
年
た
り
。
按
宇
る
に
、
天

E
八
年
佐
久
間
氏
居
按
と
定
め
し
よ
り
、
十
一
年
そ
の
滅
亡
ま
で
四

年
。
同
十
一
年
前
田
家
始
砲
利
家
卿
居
披
と
定
め
ら
れ
し
よ
り
、
十

四
世
慶
等
卿
明
治
二
年
封
土
奉
選
抜
地
退
去
に
至
る
ま
で
1

年
暦
凡

そ
こ
百
八
十
七
年
訟
り
。
然
る
に
明
治
六
年
一
月
皇
国
中
銀
獲
を
六

ケ
所
に
改
め
置
き
‘
二
月
各
府
燃
の
披
郭
を
ぽ
陸
軍
省
の
所
轄
と
た

し
、
金
滞
披
を
尾
張
名
古
屋
銀
廷
の
分
替
所
と
成
し
た
り
。

。
城
主
前
田
家
来
歴
考

寛
永
十
八
年
幕
府
へ
港
建
あ
り
し
系
固
に
云
ム
。
前
回
。
菅
原
氏
。
菅

丞
相
之
後
胤
也
。
菅
丞
相
有
田
致
紫
-
而
生
昌
二
子
↓
兄
云
=
原
田
辺
宍
後
前

岡
氏
来
晶
子
尾
州
二
局
ロ
住
人
一
慶
長
七
年
十
月
晦
日
夜
一
亥
時
。
雷
震
=
加

州
金
津
按
天
守
-
回
総
時

d

所
誠
之
家
稽
寅
器
等
悉
焼
失
と
。

A
A
家
系

の
古
侮
訟
と
い
ふ
ぺ
し
。
村
井
長
明
の
陳
警
録
に
、
利
家
様
は
菅
原

氏
、
、
菅
丞
相
の
御
は
し
也
。
筑
紫
衆
、
利
家
様
六
代
巴
前
に
尾
張
へ

御
越
被
v
成
‘
荒
子
に
居
住
被
v
成
候
よ
し
.
御
物
語
承
り
候
。
と
あ

り
。
按
・
ヂ
る
に
、
背
公
の
筑
紫
に
左
遜
し
た
る
や
、
一
{
自
家
後
草
傘
第

十
三
、
慰
=
小
男
女
-
詩
に
、
衆
妨
掠
家
留

4

諸
兄
多
読
去
.
小
男
奥
a
小

女
一
相
随
得
a
相
盟
問
吋
笠
喰
常
在
v
前
.
夜
宿
亦
同
b

底
。
云
々
。
と
作
ら
せ

葛
巻
昌
奥
自
記
に
、
貞
享
三
年
二
月
廿
五
目
、
菅
家
左
遷
之
時
之
太

宰
府
何
れ
の
固
に
候
哉
。
紳
功
皇
后
三
韓
御
征
伐
、
異
欽
之
耳
を
制

ぎ
て
、
筑
紫
に
斬
耳
堂
と
続
し
塚
に
築
か
し
め
給
ふ
之
由
。
'
是
前
聞

の
漣
の
由
也
。
定
め
て
蛍
家
名
字
は
此
所
た
る
ぺ
し
。
是
叉
何
れ
之

固
に
候
哉
。
国
史
等
を
以
て
可
=
相
考
-
皆
、
小
瀬
助
信
・
室
直
清
等
に

可
=
申
渡
-
旨
被
昌
仰
出
一
則
申
渡
也
。
と
あ
り
。
さ
て
ま
た
筑
前
の
原
田

氏
は
大
磁
姓
に
て
、
一
官
公
の
後
胤
に
も
あ
ら
宇
。
九
州
記
に
、
天
鹿

三
年
藤
原
純
友
誼
討
の
時
、
大
破
朝
臣
春
賢
軍
功
を
頴
す
。
動
功
の

貨
に
、
筑
前
園
御
笠
郡
を
賜
ひ
て
、
原
田
に
住
す
。
故
に
嫡
流
を
原

岡
と
名
乗
る
。

A
A
原
岡
・
波
多
口
・
高
橋
等
の
組
也
。
と
見
h
、
-
三
代

質
鍛
巻
六
K
.
大
減
姓
は
、
後
漢
孝
鍵
皇
帝
四
代
孫
阿
知
使
主
後
。

奥
昌
坂
上
大
宿
稿
-
同
組
也
。
と
あ
り
。
前
回
と
い
ふ
地
名
は
、
筑
前

闘
に
あ
り
し
と
見
b
て
、
文
徳
賓
録
巻
七
に
、
持
街
こ
年
十
一
月
朔

笑
丑
。
筑
前
園
奏
言
。
上
座
郡
大
領
外
従
七
位
上
前
悶
巨
市
成
理
v
郡

年
久
。
普
政
日
開
。
百
姓
同
v
接
調
昌
之
不
煩
-
云
々
。
と
い
ふ
事
見
b

た
れ
ど
‘
前
回
姓
は
園
奥
・
姓
氏
鍛
に
も
.
共
の
始
祖
静
か
た
ら
や
。

元
よ
り
菅
原
氏
と
は
異
姓
た
る
と
と
著
明
也
。
抑
e
前
田
家
は
菅
公

の
首
背
広
し
て
、
菅
家
の
始
砲
を
考
ふ
る
に
、
錨
祝
日
本
紀
に
、
天
臨

企
部
古
蹟
志
巻
五

五

給
へ
ば
‘
筑
前
回
太
宰
府
へ
随
行
せ
ら
れ
し
は
‘
小
男
小
女
の
二
子

の
み
な
る
事
知
ら
れ
け
り
。
ま
た
配
所
に
て
こ
子
を
出
生
あ
り
し
事

は
、
鰭
記
録
に
も
見
h
宇
。
殊
陀
日
本
紀
時
に
、
延
事
元
年
五
月
廿

五
日
戊
申
。
以
a

右
大
臣
従
二
位
菅
原
朝
臣
-
任
=
太
宰
植
師
コ
一
年
二
月

廿
五
日
丙
申
。
菟
=
於
西
府
吋
年
五
十
九
。
と
あ
り
て
、
配
所
に
居
給

へ
る
事
僅
の
年
聞
に
し
て
、
さ
る
事
あ
る
べ
き
よ
し
な
し
。
然
る
を

三
登
記
に
、
筑
紫
に

τ御
出
生
の
御
子
を
、
原
回
線
の
先
祖
と
申
し

け
り
。
業
の
中
よ
り
尾
張
へ
一
人
御
越
歩
成
、
代
々
前
回
庄
に
住
み

給
ひ
、
自
然
と
前
田
氏
に
成
り
給
ふ
と
も
.
又
或
は
.
原
田
・
秋
月

は
漢
高
組
の
首
葡
に

τ、
数
代
西
国
民
住
す
。
菅
丞
相
筑
紫
へ
既

流
の
後
、
共
の
子
孫
原
田
と
総
を
結
び
‘
原
田
の
菅
家
と
い
へ
り
0

・など
L
記
載
し
、
審
翰
譜
に
は
‘
或
人
の
回
〈
、
菅
家
の
御
末
、
筑

紫
太
宰
府
の
菅
廟
の
ほ
と
り
前
田
と
い
へ
る
所
に
位
す
。
是
筑
紫
前

回
の
ょ
っ

τ出
台
し
所
た
り
。
共
の
子
孫
尾
張
聞
に
移
る
な
り
。
と

い
へ
り
。
叉
菅
家
見
聞
集
の
序
に
.
は
、
菅
公
配
所
に
て
出
生
の
男
子
、

筑
紫
に
止
り
、
武
家
と
成
り
て
代
々
・
九
州
の
菅
家
と
縛
す
る
是
也
。

と
あ
り
。
平
次
按
宇
る
に
、
丸
州
の
菅
家
と
い
ふ
総
あ
る
事
、
未
完

見
嘗
ら
宇
。
又
太
宰
府
菅
廟
の
漣
り
に
前
回
と
一
式
ふ
地
名
の
事
は
‘

元
年
六
月
壬
子
、
遠
江
介
従
五
位
下
土
師
宿
禰
古
人
。
外
従
五
位
下

土
師
宿
禰
道
長
等
一
十
五
人
言
。
土
師
之
先
肉
v
自
昌
夫
織
目
命
吋
共
十

四
世
孫
名
目
畠
野
見
宿
鰯
-
一
宮
々
。
撃
競
因
a
居
地
名
吋
改
a
土
師
-
以
第
a
菅

原
姓
吋
勅
依
v
諦
許
v
之
と
。
是
桓
武
天
皇
の
御
世
に
て
、
此
の
時
大
和

園
の
地
名
に
よ
り
て
、
初
め
て
菅
原
姓
を
た
ま
は
り
た
り
。
さ
て
延

暦
四
年
十
二
年
申
申
、
故
遠
江
介
従
五
位
下
菅
原
宿
禰
古
人
男
四

人
。
給
与
弘
辞
令
v
勤
a
串
業
↓
同
丸
年
十
二
月
辛
酉
晦
。
勅
=
外
従
五
位

下
菅
原
宿
繭
道
長
等
で
並
賜
=
姓
朝
臣
プ
な
ど
見
h
た
る
議
長
は
‘
古

人
の
長
男
怠
る
よ
し
菅
家
停
に
記
載
せ
り
。
按
4
y
る
に
寓
葉
集
巻

十
七
に
、
天
平
十
八
年
八
月
七
日
夜
。
集
昌
子
越
中
守
大
伴
宿
繍
家
持

舘
-
宴
歌
一
首
。
史
生
土
師
宿
禰
道
良
。
ぬ
ぽ
玉
の
夜
は
ふ
け
ぬ
ら
し

た
ま
く
し
げ
二
上
山
に
月
か
た
ぷ
き
ぬ
。
右
道
良
は
道
長
の
お
し
-
繰

り
怠
る
ぺ
し
。
東
大
寺
所
磁
、
天
平
賀
宇
五
年
正
月
廿
八
日
J

揖
津

職
判
依
牒
の
連
署
に
、
正
七
位
上
行
少
属
土
師
宿
禰
道
長
と
見
ね
た

れ
ば
、
越
中
史
生
よ
り
鋸
律
臓
の
少
嵐
に
鱒
任
せ
し
に
や
。
道
長
の

弟
滑
公
は
バ
続
日
本
後
紀
K
.
承
和
丸
年
十
月
丁
丑
。
文
章
博
士
従

三
位
菅
原
朝
臣
清
公
菟
。
故
遠
江
介
従
五
位
下
古
人
之
第
四
子
也
。

と
あ
り
。
是
菅
公
の
組
父
怠
り
。
叉
清
公
卿
の
男
A
A
普
卿
は
‘
文
徳

五




